
令和５年度指定介護保険サービス事業所及び指定介護予防・生活支援サービス事業所 

集 団 指 導 説 明 会 次 第 

日　時：令和６年３月２８日(木) 

午後２時～ 

場　所：とちぎ岩下の新生姜ホール 

（栃木市栃木文化会館） 

大ホール 

１．開　会 

 

２．あいさつ 

 

３．説　明 

（１）指定居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所関係について 【高齢介護課】 

 

 

（２）指定地域密着型（介護予防）サービス事業所関係について【高齢介護課】 

 

 

（３）指定介護予防・生活支援サービス事業所関係について【地域包括ケア推進課】 

 

 

（４）栃木市自立支援検討会議及び生活援助ケア会議について【地域包括ケア推進課】 

 

 

　（５）その他 

　　　　・介護保険サービスについての質問票について 【高齢介護課】 

　　　　・栃木市医療・介護・地域資源総合検索サイト「Ａｙａｍｕ」について【地域包括ケア推進課】 

 

 

４．閉　会



【居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所関係  目次】 

 

1．運営指導（旧実地指導）及び指定更新について・・・・・・・・４ 

(1)運営指導について 

①令和５年度の実施状況及び主な指摘事項 

②運営指導の方法 

③令和６年度の実施方針（予定） 

(2)指定更新について 

①令和６年度の対象事業所数 

②指定更新事務に係る標準的なスケジュール 

2．各種申請、届出及び手続きについて・・・・・・・・・・・・・５ 

(1) 指定（更新）申請書及び変更届出書等に係る様式の市ホームページ掲載場所及び

提出について 

3．指定居宅介護支援等の介護報酬について・・・・・・・・・・・９ 

（1）介護支援専門員１人当たりの取扱件数 

（2）居宅介護支援における特定事業所加算の見直し 

（3）入院時情報連携加算の見直し 

（4）通院時情報連携加算の見直し 

（5）ターミナルケアマネジメント加算等の見直し 

（6）同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント 

（7）管理者の責務及び兼務範囲の明確化 

（8）他のサービス事業所との連携によるモニタリング 

（9）ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化 

（10）公正中立性の確保のための取組の見直し 

（11）身体的拘束等の適正化の推進 

（12）「書面掲示」規制の見直し 

（13）一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入 

（14）令和３年度改正における経過措置及び令和６年度に義務化される事項等 

　　　①居宅介護支援事業所の管理者要件の見直し 

　　　②管理者要件の適用猶予 

　　　③業務継続計画（BCP）の策定 

　　　④高齢者虐待防止の推進 

4．ケアプランデータ連携システムについて・・・・・・・・・・・１７ 

5．居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン届出について・・１８ 

6．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

(1)第６表：サービス利用票（兼居宅サービス計画）の「利用者確認」について 

資料１
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(2)福祉用具・住宅改修について 

　　①特定福祉用具購入 

　　②住宅改修 

　　③栃木市介護保険住宅改修支援事業に係る理由書作成支援費支給制度 

7．関連資料一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 
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お願い 

 

１．本資料は、令和６年３月２２日（金）時点までに入った国からの情報（令和５年度

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料を含む。）等に基づき作成しておりま

すことをご承知おきください。 

　　参考：令和５年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 

　　　　　（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38293.html） 

 

２．本資料と併せて、栃木県指導監査課が開催する集団説明会の資料もご確認いただき

ますようお願いします。 

参考：栃木県ホームページ　介護サービス事業者集団指導 

　　　　　（https://www.pref.tochigi.lg.jp/e11/koureisyuudanshidou.html） 

 

３．４月１日から算定要件等が変更となる加算の届出の提出期限は、４月１５日（月）

とします。 
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1．運営指導（旧実地指導）及び指定更新について 
(1) 運営指導について 

①令和５年度の実施状況及び主な指摘事項 
本年度の実施状況 

・R6.3.1 現在の市内居宅介護支援事業所数…４７事業所 

・運営指導実施事業所…７事業所 

 

主な指摘事項 

 

②運営指導の方法 

・事業所側の指定基準や介護報酬の基準に関する理解を深め、法令等への適合性につい

て事業所による自己点検を励行した上で、運営指導を実施する。 

・運営指導は、指導対象事業者より事前に資料提出を求めて確認の上、当該事業所に赴き、

関係法令等に基づき、関係書類等を閲覧し、面談方式で実施 

・新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、面談方式ではなく、市役所内の会議

室等にて関係書類の確認、ヒアリングを行う方法も検討 

 種類 主な内容

 文書指摘 ・当初加算の算定要件の誤り（過誤調整）

 口頭指摘 ・運営規程記載内容の実態との相違（営業日、法人名） 

・運営規程、重要事項説明書の表記の修正（廃止加算が掲載されたまま、苦情

相談窓口の行政機関の課名 等） 

・運営規程の掲示場所 

・個人情報に係る同意が不十分（利用者家族の個人情報を用いる場合は家族の

代表者の同意を文書にて得ること） 

・運営基準減算に係る前６か月における特定事業所集中減算の上位３位までの

事業所の記載が不十分（法人ではなく、事業所が特定できるように） 

・介護サービス情報公表システム掲載内容と実態が不一致（加算等が未更

新） 

・提出すべき書類の未提出（特定事業所集中減算に係る届出書） 

・居宅介護支援の提供の開始に際し、事業所の公正中立性の確保の観点から予

め利用者に文書を交付して説明を行い、署名を得ることについての重要事項

説明書への記載が不十分

 その他 ・第三者評価の実施状況の掲示（実施の有無、実施した直近の年月日、実施し

た評価機関の名称、評価結果の開示状況を重要事項説明書等に記載し、利用

者及びその家族に説明の上、同意を得るとともに、事業所内に掲示するこ

と。）
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・各種加算を算定している場合、算定要件に必要となる挙証資料を重点的に確認 

 

③令和６年度の実施方針（予定） 
・指定有効期間内に運営指導を行っていない事業所 

・R6.10.1～R7.9.30 の間に指定有効期間が満了となる事業所を中心に実施 

・新規指定から１年以上経過し、かつ新規指定から運営指導を行っていない事業所 

・その他の事情により運営指導が必要と認められる事業所 

 

(2) 指定更新について 

①令和６年度の対象事業所数　４事業所（約 9％） 
 

②指定更新事務に係る標準的なスケジュール 

 

 

2．各種申請、届出及び手続きについて 
（1）指定（更新）申請書及び変更届出書等に係る様式の市ホームページ掲載場所及び 

提出について 

【市ホームページ掲載場所】 

　　　　　 トップページ ＞ 分類でさがす ＞ 事業者の方へ ＞ 産業振興　＞ 

福祉・健康・介護　＞　居宅介護支援事業所の指定・各種届出 

　　　　《対象ページの URL》 

https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/28/555.html 

■新規指定・更新申請に係る提出書類 

　【新規指定】 

　　・新規指定は、毎月１日付けで行う。 

　　・新規指定の書類提出期限は、開設日の前々月の末日 

　　　（例）７月１日開設の場合は、５月３１日が提出期限 

　　※事前に電話連絡等の上、ご相談ください。 

　【更新申請】 

　　・更新指定の書類提出期限は、有効期間終了日の前月末日 

　　・提出期限の２か月前を目安に更新申請書類提出の依頼を通知する。 

 日程 事務内容

 ｎ－３月中旬頃 更新申請受付通知の発送（市→事業所）

 ｎ－２月下旬まで 更新申請書類の提出（事業所→市）

 ｎ－１月下旬まで 指定通知の発送（市→事業所）

 ｎ月１日 指定更新期間開始
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　 介護予防支援事業について  

　　・令和６年４月から指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実

施できます。なお、要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防

支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新

たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。 

■給付費・加算に係る提出書類 

　　・届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る）は、毎月１５日以前 

に届出された場合は翌月から、１６日以降に届出された場合は翌々月から算定開

始となる。 

■変更・廃止（休止）・再開に係る提出書類 

　【変更届出書】 

　　・事業所の名称、所在地、運営規定、介護支援専門員の異動等の厚生労働省令で定 

める事項に変更がある場合は、「変更届への標準添付書類一覧」を参照の上、 

　　　変更日から１０日以内に「変更届出書」及び添付書類を提出すること。 

　　※介護支援専門員の異動の場合は「従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様 

式１）」を添付すること。 

　【廃止・休止届出書】 

　　・指定を受けた事業を休止又は廃止する場合は、休止又は廃止する日の１月前まで 

に「廃止・休止届出書」を提出すること。 

　　※休止又は廃止する可能性がある場合は、必ず事前にご相談ください。 

　【再開届出書】 

　　・休止した事業を再開する場合は、指定基準（人員・運営基準）を満たしているこ 

とを確認の上、１０日以内に「再開届出書」及び「従業員の勤務体制及び勤務形 

態一覧表（参考様式１）」に挙証資料を添付の上、提出してください。 

　　※再開予定の場合は、予め指定基準（人員・運営基準）を満たすことの確認を行う 

ため、事前にご相談ください。 

■特定事業所集中減算届出書 

　・全ての居宅介護支援事業所は、毎年度２回、居宅介護支援計画に位置付けられた 

「訪問介護サービス等」に係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作 

成し、算定結果が８０％を超えた場合はその算出書類を市に提出することが義務付 

けられている。 

　　　　・８０％を超えなかった場合についても、書類を作成の上、各事業所において５年 

　　　　　間保存する必要がある。 

　　　　　【提出期限】 

　　　　　　○前期分（３月１日から８月末日）：９月１５日 

　　　　　　○後期分（９月１日から２月末日）：３月１５日 
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１.(１)② 居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い①

概要

○ 令和６年４月から居宅介護支援事業者も市町村からの指定を受けて介護予防支援を実施できるようになることか
ら、以下の見直しを行う。
ア 市町村長に対し、介護予防サービス計画の実施状況等に関して情報提供することを運営基準上義務付けること

に伴う手間やコストについて評価する新たな区分を設ける。【省令改正】【告示改正】
イ 以下のとおり運営基準の見直しを行う。【省令改正】

ⅰ 居宅介護支援事業所が現在の体制を維持したまま円滑に指定を受けられるよう、居宅介護支援事業者が指定
を受ける場合の人員の配置については、介護支援専門員のみの配置で事業を実施することを可能とする。

ⅱ また、管理者を主任介護支援専門員とするとともに、管理者が他の事業所の職務に従事する場合（指定居宅
介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の場合であって、その管理する指定介護予防支援事業所の管理
に支障がないときに限る。）には兼務を可能とする。

ウ 居宅介護支援と同様に、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算及び中山間地域等に居住する
者へのサービス提供加算の対象とする。【告示改正】

【介護予防支援】

単位数・算定要件等

＜現行＞ ＜改定後＞
介護予防支援費 438単位 介護予防支援費（Ⅰ） 442単位 ※地域包括支援センターのみ

なし 介護予防支援費（Ⅱ） 472単位（新設）※指定居宅介護支援事業者のみ

なし 特別地域介護予防支援加算 所定単位数の15％を加算（新設）
※ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在

なし 中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の10％を加算（新設）
※ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

なし 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の５％を加算（新設）
※ 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を

越えて、指定介護予防支援を行った場合

介護予防支援費

（Ⅱ）のみ
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１.（１）② 居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い②

指定

指定介護予防支援事業者

（地域包括支援センター）

委託も可

指定居宅介護支援事業者

【報酬】
●介護予防支援費
●初回加算
●委託連携加算

【人員基準】
●必要な数の担当職員

・保健師
・介護支援専門員
・社会福祉士 等

●管理者

＜現行＞

指定

指定介護予防支援事業者

（地域包括支援センター）

委託も可

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

（指定居宅介護支援事業者）

指定

【報酬】
●介護予防支援費（Ⅱ）
●初回加算
●特別地域介護予防支援加算
●中山間地域等における小規模

事業所加算
●中山間地域等に居住する者への

サービス提供加算

【人員基準】
●必要な数の介護支援専門員
●管理者は主任介護支援専門員
（居宅介護支援と兼務可）

情報提供

＜改定後＞
【新設】

【報酬】
●介護予防支援費（Ⅰ）
●初回加算
●委託連携加算

【人員基準】
●必要な数の担当職員

・保健師
・介護支援専門員
・社会福祉士 等

●管理者
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3．指定居宅介護支援等の介護報酬について 
（1）介護支援専門員１人当たりの取扱件数 

　【基準概要】 

指定居宅介護支援事業所ごとに１以上の員数の常勤の介護支援専門員を置くことが必要

となる人員基準について、以下の見直しを行う。 

ア　原則、要介護者の数に要支援者の数に３分の１を乗じた数を加えた数が４４又はそ

の端数を増すごとに１とする。 

イ　指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、居宅サービ

ス計画に係るデータを電子的に送受信するための公益社団法人国民健康保険中央会の

システム（ケアプランデータ連携システム）を活用し、かつ、事務職員を配置している

場合においては、要介護者の数に要支援者の数に３分の１を乗じた数を加えた数が　

４９又はその端数を増すごとに１とする。 

　　≪現行≫：利用者の数が３５又はその端数を増すごとに１とする。 

 

　【報酬概要】 

居宅介護支援費（Ⅰ）に係る介護支援専門員の一人当たり取扱件数について、現行の　

「４０件」の部分を「４５件」に改めるとともに、居宅介護支援費（Ⅱ）の要件について、

「ＩＣＴ機器の活用または事務職員の配置」を「ケアプランデータ連携システム※を活用し、

かつ、事務職員を配置」している場合に改め、取扱件数について、現行の「４５件」の部分

を「５０件」に改める。 

また、居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援

の提供を受ける利用者数については、３分の１を乗じて件数に加えることとする。 

※「4．ケアプランデータ連携システムについて」15P 参照 

 

【居宅介護支援費Ⅰ】 

 

 

 
区　分

要介護１・２ 要介護３・４・５

 改定前 改定後 改定前 改定後

 居宅介護支援（ⅰ） 

取扱件数４５件未満
1,076 単位 1,086 単位 1,398 単位 1,411 単位

 居宅介護支援（ⅱ） 

取扱件数４５件以上６０件未満
539 単位 544 単位 698 単位 704 単位

 居宅介護支援（ⅲ） 

取扱件数６０件以上
323 単位 326 単位 418 単位 422 単位
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【居宅介護支援費Ⅱ】 

※ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合 

【介護予防支援費】 

 

（2）居宅介護支援における特定事業所加算の見直し 

　【概要】 

居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件について、ヤングケアラーなどの多様

な課題への対応を促進する観点等から見直しを行う。 

 

　【算定要件等】 

ア　多様化・複雑化する課題に対応するための取組を促進する観点から、「ヤングケアラー、

障がい者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修

等に参加していること」を要件とするとともに、評価の充実を行う。 

　　※既に特定事業所加算を付けている事業所が、４月以降も同じ加算を付ける場合には、

要件に合致する事例検討会や研修等に参加していることが分かる書類を４月１５日

（月）までに高齢介護課介護保険係まで提出してください。 

 
区　分

要介護１・２ 要介護３・４・５

 改定前 改定後 改定前 改定後

 居宅介護支援（ⅰ） 

取扱件数５０件未満
1,076 単位 1,086 単位 1,398 単位 1,411 単位

 居宅介護支援（ⅱ） 

取扱件数５０件以上６０件未満
522 単位 527 単位 677 単位 683 単位

 居宅介護支援（ⅲ） 

取扱件数６０件以上
313 単位 316 単位 406 単位 410 単位

 
区　分

要支援１・２

 改定前 改定後

 介護予防支援費（Ⅰ） 

※地域包括支援センターのみ（委託も含む）
438 単位 442 単位

 介護予防支援費（Ⅱ） 

※指定居宅介護支援事業者のみ
― 472 単位

 区　分 改定前 改定後

 特定事業所加算（Ⅰ） ５０５単位/月 ５１９単位/月

 特定事業所加算（Ⅱ） ４０７単位/月 ４２１単位/月

 特定事業所加算（Ⅲ） ３０９単位/月 ３２３単位/月

 特定事業所加算（Ａ） １００単位/月 １１４単位/月
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イ　（主任)介護支援専門員の専任要件について、居宅介護支援事業者が介護予防支援の提

供や地域包括支援センターの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合は、これらの事

業との兼務が可能である旨を明確化する。 

ウ　事業所における毎月の確認作業等の手間を軽減する観点から、運営基準減算に係る要

件を削除する。 

エ　介護支援専門員が取り扱う１人当たりの利用者数について、居宅介護支援費の見直し

を踏まえた対応を行う。（４０名⇒４５名、居宅介護支援費Ⅱの場合４５名⇒５０名） 

 

（3）入院時情報連携加算の見直し 

　【概要】 

入院時情報連携加算について、入院時の迅速な情報連携をさらに促進する観点から、現

行入院後３日以内又は入院後７日以内に病院等の職員に対して利用者の情報を提供した場

合に評価しているところ、入院当日中又は入院後３日以内に情報提供した場合に評価する

よう見直しを行う。その際、事業所の休業日等に配慮した要件設定を行う。 

 

（4）通院時情報連携加算の見直し 

　【概要】 

通院時情報連携加算について、利用者の口腔衛生の状況等を適切に把握し、医療と介護

の連携を強化した上でケアマネジメントの質の向上を図る観点から、医師の診察を受ける

 改定前 改定後

 入院時情報連携加算（Ⅰ）200 単位/月 

利用者が病院又は診療所に入院してから３

日以内に、当該病院又は診療所の職員に対し

て当該利用者に係る必要な情報を提供してい

ること。

入院時情報連携加算（Ⅰ）250 単位/月 

利用者が病院又は診療所に入院した日のう

ちに、当該病院又は診療所の職員に対して当

該利用者に係る必要な情報を提供しているこ

と。 

※入院日以前の情報提供を含む。 

※営業時間終了後又は営業日以外の日に入院

した場合は、入院日の翌日を含む。

 入院時情報連携加算（Ⅱ）100 単位/月 

利用者が病院又は診療所に入院してから４

日以上７日以内に、当該病院又は診療所の職

員に対して当該利用者に係る必要な情報を提

供していること。

入院時情報連携加算（Ⅱ）200 単位/月 

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌

日又は翌々日に、当該病院又は診療所の職員

に対して当該利用者に係る必要な情報を提供

していること。 

※営業時間終了後に入院した場合であって、

入院日から起算して３日目が営業日でない場

合は、その翌日を含む。
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際の介護支援専門員の同席に加え、利用者が歯科医師の診察を受ける際に介護支援専門員

が同席した場合を同加算の対象とする見直しを行う。 

　【算定要件等】 

利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門

員が同席し、医師又は歯科医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利

用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師又は歯科医師等から当該利用者に関す

る必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、利用者１人につ

き１月に１回を限度として所定単位数（５０単位：変更なし）を加算する。 

 

（5）ターミナルケアマネジメント加算等の見直し 

　【概要】 

ターミナルケアマネジメント加算について、自宅で最期を迎えたいと考えている利用者

の意向を尊重する観点から、人生の最終段階における利用者の意向を適切に把握すること

を要件とした上で、当該加算の対象となる疾患を末期の悪性腫瘍に限定しないこととし、

医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した者を対

象とする見直しを行う。併せて、特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマ

ネジメント加算の算定回数の要件についても見直しを行う。 

 

 

 区　分 改定前 改定後

 ターミナルケアマネジメント

加算（４００単位）の対象疾患

末期の悪性腫瘍の 

患者に限る

医師が一般に認められている医学

的知見に基づき、回復の見込みがな

いと診断した者 

※意向を把握した上で

 特定事業所医療介護連携加算

におけるターミナルケアマネ

ジメント加算の算定回数

前々年度の３月から

前年度の２月までの

間において５回以上

前々年度の３月から前年度の２月ま

での間において１５回以上 

※令和７年３月３１日までの間は、

なお従前の例によるものとし、同年

４月１日から令和８年３月３１日

までの間は、令和６年３月における

ターミナルケアマネジメント加算

の算定回数に３を乗じた数に令和

６年４月から令和７年２月までの

間におけるターミナルケアマネジ

メント加算の算定回数を加えた数

が１５以上であることとする。
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（6）同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント 

　【概要】 

介護報酬が業務に要する手間・コストを評価するものであることを踏まえ、利用者が居

宅介護支援事業所と併設・隣接しているサービス付き高齢者向け住宅等に入居している場

合や、複数の利用者が同一の建物に入居している場合には、介護支援専門員の業務の実態

を踏まえた評価となるよう見直しを行う。 

 

単　位　数　：所定単位数の９５％を算定 

対　象　者　・指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内

の建物又は指定居宅介護支援事業所と同一の建物に居住する利用者 

・指定居宅介護支援事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に　

２０人以上居住する建物（上記を除く。）に居住する利用者 

 

（7）管理者の責務及び兼務範囲の明確化 

　【概要】 

管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切

に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことである旨を明確化し

た上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責務を果たせる場合に

は、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。 

 

（8）他のサービス事業所との連携によるモニタリング 

　【概要】 

人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの

質の向上の観点から、以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を

活用したモニタリングを可能とする見直しを行う。 

　【要件】 

ア　利用者の同意を得ること。 

イ　サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関

係者の合意を得ていること。 

ⅰ　利用者の状態が安定していること。 

ⅱ　利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること（家族のサポートがある

場合も含む）。 

ⅲ　テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサ

ービス事業者との連携により情報を収集すること。 

ウ　少なくとも２月に１回（介護予防支援の場合は６月に１回）は利用者の居宅を訪問す

ること。 

13/21



 

（9）ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化 

　【概要】 

退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始することを可能とする観点から、介

護支援専門員が居宅サービス計画に通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションを

位置付ける際に意見を求めることとされている「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医

師を含むことを明確化する。 

 

（10）公正中立性の確保のための取組の見直し 

　【概要】 

事業者の負担軽減を図るため、次に掲げる事項に関して利用者に説明し、理解を得るこ

とを居宅介護支援事業者の努力義務とする。 

ア　前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介

護及び福祉用具貸与の各サービスの割合 

イ　前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所　

介護及び福祉用具貸与の各サービスにおける、同一事業者によって提供されたものの

割合 

 

（11）身体的拘束等の適正化の推進 

　【概要】 

居宅介護支援について、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う

場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

を記録することを義務付ける。 

　【基準】 

居宅介護支援の運営基準に以下を規定する。 

・利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならないこと。 

・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに　

緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

 

（12）「書面掲示」規制の見直し 

　【概要】 

運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等について、「書面掲示」に加え、

インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要

事項等の情報をウェブサイト（法人のホームページ等又は情報公表システム上）に掲載・公

14/21



表しなければならないこととする。 

※令和７年度から義務付け 

 

（13）一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入 

　【概要】 

利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な

利用、利用者の安全を確保する観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制を導入

する。その際、利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提

案などを行うこととする。 

　【算定要件等】 

対象用具：固定用スロープ、歩行器（歩行車を除く）、単点杖（松葉づえを除く）、多点杖 

対応方法：選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員又は介護支援

専門員が、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択でき

ることについて、利用者等に対し、メリット及びデメリットを含め十分説明を

行うこととするとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること

及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うこととす

る。 

 

（14）令和３年度改正における経過措置及び令和６年度に義務化される事項等 

①居宅介護支援事業所の管理者要件の見直し 

　　・令和３年４月１日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であ

っても主任介護支援専門員であることとする。 

　　・ただし、以下のような主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理

由がある場合については、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とする。 

 

　　・令和３年４月１日以降、不測の事態（※）により、主任介護支援専門員を管理者とできな

くなってしまった場合であって、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、

今後の管理者確保のための計画書を保険者に届け出た場合 

なお、この場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を１年延長するととも

に、当該地域に他に居宅介護支援事業所がない場合など、利用者保護の観点から特に必要

と認められる場合には、保険者の判断により、この猶予期間を延長することができること

とする。 

　（※）不測の事態については、保険者において個別に判断することとなるが、想定される

主な例は次のとおり 

　　　　・本人の死亡、長期療養など健康上の問題発生 

　　　　・急な退職や転居等 
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　　　　・特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得

できる場合 

 

　　②管理者要件の適用猶予 

　　・令和３年３月３１日時点で主任介護支援専門員が管理者でない者が管理者である居宅介

護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門

員とする要件の適用を令和９年３月３１日まで猶予することとされた。 

　　・なお、令和３年４月１日以降に新たに管理者となる者は、いずれの事業所であっても主

任介護支援専門員であることが求められることとなる。 

　　・また、経過措置が適用されている者については、栃木県において開催される主任介護支

援専門員研修を受講し、早期に資格取得を目指していただきたい。 

 

③業務継続計画（BCP）の策定 

　・令和３年度介護報酬改定において、感染症や災害への対応力を強化する観点から、全ての

介護サービス事業者に対して、感染症対策や災害対策の強化及び業務継続に向けた計画

（BCP）の策定等の取組が義務付けられた。令和６年度介護報酬改定においては、経過措

置が終了し、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災

害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する「業務継続

計画未策定減算」が新設された。なお、居宅介護支援については、令和７年３月３１日ま

での間、減算を適用しないこととされているが、未了の場合には業務継続計画の策定等

を完了いただきたい。 

　　【業務継続計画未策定減算】 

単　位　数：所定単位数の 100 分の１に相当する単位数を減算 

算定要件等：感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が策定されていな

い場合 

※居宅介護支援については、令和７年３月３１日までの間、減算を適用しない。 

 

④高齢者虐待防止の推進 

　　・令和３年度運営基準改正により、「虐待の防止に関する措置」として、全ての介護サービ

ス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するための委

員会の開催、指針の整備、研修の実施、専任の者担当者を定めることが義務付けられた。

令和６年度介護報酬改定においては、経過措置が終了し、利用者の人権の擁護、虐待の

防止等をより推進する観点から、全ての介護サービス事業者（居宅療養管理指導及び特

定福祉用具販売を除く。）について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐

待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当

者を定めること）が講じられていない場合に、基本報酬を減算する「高齢者虐待防止措
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置未実施減算」が新設された。 

 

　　【高齢者虐待防止措置未実施減算】 

単　位　数：所定単位数の 100 分の 1に相当する単位数を減算 

算定要件等：虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない

場合 

　　　　　　・　虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可

能）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底

を図ること。 

・　虐待の防止のための指針を整備すること。 

・　従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

・　上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

 

4．ケアプランデータ連携システムについて 

　〔引用：全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料　令和５年３月（高齢支援課）〕 

　〔P.96～97、102〕 

 

　ケアプランデータ連携システムについては、介護現場の業務効率化や職員の負担軽減を推進 

するツールとして、厚生労働省もその利用促進に向けた取組を進めているところである。 

　本システムについては、居宅介護支援事業所と居宅サービス事業所の間で毎月やり取りされるケ

アプラン（第１表、２表、６表、７表）について、項目やデータ形式等を標準化・共通化するため、

厚生労働省老健局高齢者支援課長通知により発出した「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサー

ビス提供事業所間における情報連携の標準仕様」に準じて出力される CSV ファイルをやり取りする

ものである。 

　国保中央会からは、本システムについては、令和５年４月１日から申込、４月１４日より利用に

必要なクライアントソフトの提供を開始し、４月２０日より本格運用を開始すると聞いている。 

　本システムに関する詳細な情報は、国保中央会ホームページにおいて掲載している。 

〈ケアプランデータ連携システム（国民健康保険団体中央会 URL）〉 

　http://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/ 

 ◆データ連携で、作業時間の削減やコスト削減が期待できます。 

　　サービス提供票や居宅サービス計画書など、手書き・印刷し、ＦＡＸや郵送などでやり取

りしていた書類をシステム上でデータの送受信ができるようになり、業務負担軽減が期待で

きます。 

　【必要な環境】や【利用料金】等の詳細については、厚生労働省の「全国介護保険・高齢者保

健福祉担当課長会議資料　令和５年３月（高齢支援課）」を参照されたい。 
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5．居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン届出について 
■概要 

　　令和３年１０月１日から、利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることの

できるケアプランの作成に資するため、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問

介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業

所単位で抽出し、検証することとされました。 

　　厚生労働大臣が定める基準（令和３年厚生労働省告示第３３６号）に該当し、市から求め

があった場合は、次のとおり届出をお願いいたします。 

 

■届出対象 

　令和３年１０月１日以降に作成又は変更されたケアプランの内、次のいずれにも該当する居 

宅介護支援事業所 

　　１． 事業所全利用者の区分支給限度基準額の総額に対して、サービス費の利用割合が 

７割以上 

　  ２． 「１」の内、訪問介護がサービス費の総額に占める割合が６割以上 

 

■提出書類 

　届出が必要な場合は、栃木市から事業所へ個別にご連絡いたします。 

その際は以下の書類をご提出ください。※「１」以外はすべて写しを提出 

　　１．居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの届出書（兼理由書） 

　　２．利用者基本情報（フェイスシート） 

　　３．アセスメントシート 

　　４．居宅サービス計画（第１表～第７表） 

　　５．訪問介護計画書（訪問介護事業所から提供を受けたもの） 

 

■提出先 

　　〒328-8686　栃木市万町９番２５号　℡0282-21-2251・2252（郵送又は窓口提出） 

　　　栃木市役所　保健福祉部　高齢介護課　介護保険係 

 

■提出後の対応 

　・市が提出されたケアプアンについて内容の検証を行います。 

　・市から検証結果通知を事業所へ送付しますので、ケアプランの見直しが必要とされた場合 

には、検証対象のケアプランについて再検討するとともに、その他の類似ケアプランにつ 

いても再検討を実施し、必要に応じケアプランの変更を行ってください。 

　・再検討結果を、ケアプラン変更の有無に関わらず、市に報告してください。 
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別紙「ケアプランの再検討結果について（報告）」による。 

　・再検討結果報告書の添付書類については、次のとおりです。 

　　◎居宅サービス計画の変更有：変更後の居宅サービス計画書（第１表～第７表）の写し 

　　◎居宅サービス計画の変更無：再検討の内容が確認できる書類（サービス担当者会議の要

点「第４表」、居宅介護支援経過「第５表」等） 

 

■その他 

　・利用者が様々な事情を抱えている場合もあることから、届出の基準に該当することをもっ

てサービスの利用制限を行うものではありません。 

　・すでに「訪問介護（生活援助中心型）の利用回数が基準回数以上となるケアプラン検証」の 

対象となっている場合は、「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの届出書（兼理 

由書）」の提出は対象外となります。この場合、「訪問介護（生活援助中心型）の利用回数が 

基準回数以上となるケアプラン」の届出は必要となります。 

　　　※訪問介護（生活援助中心型）の回数が多いケアプランの届出 

　　　【提出先】 

　　　　高齢介護課介護保険係（郵送又は窓口提出）※各地域包括支援センター経由可 

 

■関連資料 

　　○介護保険最新情報 vol.1006（令和 3年 9月 14 日） 

　　　「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定

する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について（通知） 

　　○介護保険最新情報 vol.1009（令和 3年 9月 22 日） 

　　　居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について（周知） 

 

　【届出書、再検討結果報告書、介護保険最新情報の掲載先】 

【市ホームページ掲載場所】 

　　　トップページ ＞ 組織でさがす ＞ 高齢介護課 ＞ 介護保険関係等申請様式：№２４ 

　　　《対象ページの URL》 

https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/28/60708.html 
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6．その他 
 

（1）第６表：サービス利用票（兼居宅サービス計画）の「利用者確認」について 

　　　令和３年度の「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部

改正により、第６表の利用者確認欄がなくなったが、当該居宅サービス計画の内容につい

ては、利用者又は家族に対して説明を行い、文書により同意を得なければならないこと及

び「給付管理業務」が月を単位として行われるため、「居宅サービス計画の説明及び同意」

についても月毎に確認を要することになる。 

そのため、第６表の控には、利用者確認として押印や署名を受ける必要がある。 

 

（2）福祉用具・住宅改修について 

　　①特定福祉用具購入 

指定事業所以外からの購入は支給対象とならないので、購入前に十分確認いただきた 

い。 

掲載場所（栃木県の場合） 

県ホームページ > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 介護保険情報 

 > 介護サービス事業所一覧 > 特定福祉用具販売事業所 

 

②住宅改修 

令和５年３月全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料（高齢支援課）P.109 に

記載のとおり、介護保険制度における住宅改修については、在宅介護の重視、自立支援の

観点から、利用者の日常生活を行う上で必要となる自宅の段差の解消、手すりの設置など

の改修を対象としているところである。また、福祉用具の利用と組み合わせることで、自

立支援に向けてより効果的な支援を行うことができるケースもあり、利用者の居住環境

整備のために重要な制度である。 

平成 30年度には、住宅改修の内容や価格を市町村が適切に把握・確認できるようにす

るとともに、利用者の適切な選択に資するため、事前申請時に利用者が市町村に提出する

見積書類の様式例（改修内容、材料費、施工費等の内訳が明確に把握できるもの）を示し

たほか、複数の住宅改修事業者から見積もりを取るよう、介護支援専門員が利用者に説明

することとしているので、引き続き対応いただきたい。 

 

③栃木市介護保険住宅改修支援事業に係る理由書作成支援費支給制度 

　　【概要】 

　　　　居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に対し、住宅改修費の支給

申請に係る理由書を作成した場合における報酬相当額の支援費の支給を実施している。 
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　　【支給対象者】 

　　　・支援費の支給対象者は、次に掲げるもの等が属する事業者とする。 

　　　　(1)介護支援専門員 

　　　　(2)作業療法士 

　　　　(3)福祉住環境コーディネーター検定試験２級以上の資格を有する者 

　　【支給額】 

　　　・理由書作成１件につき２，０００円 

　　【請求手続き】 

　　　・理由書を作成した当該住宅改修費の支給決定がされた日の属する月の翌月１０日まで

に、資格を有することを証する書類等及び作成した理由書の写しを添えて、介護保険

住宅改修支援事業に係る理由書作成支援費請求書（別記様式）を高齢介護課へ提出す

る。 

 

　　☆詳しくは「栃木市介護保険住宅改修支援事業に係る理由書作成支援費支給実施要綱」　

【資料 1-3】をご確認ください。 

 

 

7．関連資料一覧 
 関連資料については、お持ちいただかなくても大丈夫です。 

 

資料 1-1：令和６年度介護報酬改定における改定事項について　※厚生労働省ＨＰより 

資料 1-2：令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）　介護保険最新情報 Vol.1225 

資料 1-3：栃木市介護保険住宅支援事業に係る理由書作成支援費支給実施要綱及び記載例
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○栃木市介護保険住宅改修支援事業に係る理由書作成支援費支給実施要綱 

平成２２年３月２９日 

告示第７９号 

改正　平成２３年９月２８日告示第２８４号 

平成２６年１月２１日告示第３４号 

平成２７年１２月２５日告示第４１６号 

（趣旨） 

第１条　この告示は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４５条に規定す

る居宅介護住宅改修費及び法第５７条に規定する介護予防住宅改修費（以下「住宅改修費」という。）

の支給申請のため、栃木市介護保険住宅改修支援事業に係る理由書を作成した場合における報酬相当

額の支援費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この告示において使用する用語の意義は、法及びこれに基づく法令に定めるところによる。 

（支給対象業務） 

第３条　支給対象となる業務は、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に対し、住

宅改修費の支給申請に係る理由書（以下「理由書」という。）を作成する業務とする。 

（支給対象者） 

第４条　支援費の支給対象者は、次に掲げるものが属する事業者とする。 

(1)　介護支援専門員 

(2)　作業療法士 

(3)　福祉住環境コーディネーター検定試験２級以上の資格を有する者 

(4)　前３号に掲げる者に準ずる資格を有する者 

（支給の額） 

第５条　支援費の額は、理由書作成１件につき２，０００円とする。 

（請求手続） 

第６条　支援費の支給を受けようとする者は、理由書を作成した当該住宅改修費の支給決定がされた日

の属する月の翌月１０日までに、資格を有することを証する書類等及び作成した理由書の写しを添え

て、介護保険住宅改修支援事業に係る理由書作成支援費請求書（別記様式）により市長に請求しなけ

ればならない。 

（平２３告示２８４・一部改正） 

（支給の決定） 

第７条　市長は、前条による請求を受けたときは、その内容について審査を行い、支給又は不支給を決

定する。 

２　市長は、前項により支給の決定をしたときは、速やかに支援費を支給するものとする。 
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（補則） 

第８条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この告示は、平成２２年３月２９日から施行する。 

（経過措置） 

２　この告示の施行の日の前日までに、合併前の大平町介護支援専門員に対する特例業務支援事業実施

要綱（平成１３年大平町要綱第４号）又は藤岡町介護支援専門員等に対する特例業務支援事業実施要

綱（平成１３年藤岡町訓令第５号）（以下これらを「合併前の要綱」という。）の規定により交付決

定を受けた助成金についてはなお合併前の要綱の例による。 

３　前項の規定によるほか、この告示の施行の日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた手

続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 

（岩舟町の編入に伴う経過措置） 

４　岩舟町の編入の日（以下「編入日」という。）の前日までに、編入前の介護支援専門員に対する特

例支援事業実施要綱（平成１２年岩舟町告示第１１４号。以下「編入前の要綱」という。）の規定に

より交付決定を受けた助成金については、なお編入前の要綱の例による。 

（平２６告示３４・追加） 

５　前項の規定によるほか、編入日の前日までに、編入前の要綱の規定によりなされた手続その他の行

為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 

（平２６告示３４・追加） 

附　則（平成２３年告示第２８４号） 

この告示は、平成２３年１０月１日から施行する。 

附　則（平成２６年告示第３４号） 

この告示は、平成２６年４月５日から施行する。 

附　則（平成２７年告示第４１６号）抄 

（施行期日） 

１　この告示は、平成２８年１月１日から施行する。 

（栃木市介護保険住宅改修支援事業に係る理由書作成支援費支給実施要綱の一部改正に伴う経過措

置） 

１６　この告示による改正後の栃木市介護保険住宅改修支援事業に係る理由書作成支援費支給実施要

綱の規定は、施行日以後の請求書から適用し、施行日前になされた請求書については、なお従前の例

による。 



別記様式(第6条関係) 

 

介護保険住宅改修支援事業に係る理由書作成支援費請求書 

 

　栃木市介護保険住宅改修支援事業に係る理由書作成支援費支給実施要綱第6条の規定により、次のと

おり請求します。 

 

　　　　　金　　　　　　　　　　円(2,000円×　　件) 

(内 訳) 

　　　　　　年　　月　　日 

　(宛先)栃木市長 

請求者　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

住 所　　　　　　　　　　　　　　　　　 

事業所名　　　　　　　　　　　　　　印　　 

 

介護支援専門員等　　　　　　　　　　　　　 

氏 名　　　　　　　　　　　　　　　印　　 

振込先 

 

 
番号

被 保 険

者 番 号
個人番号 対 象者 氏名 住 所

住宅改修

着 工 日
備 考

 
　 　 　 　 　 　

 
　 　 　 　 　 　

 
　 　 　 　 　 　

 
　 　 　 　 　 　

 
　 　 　 　 　 　

 
　 　 　 　 　 　

 
金 融 機 関 名 本店・支店 預金種別 普通・当座

 
口 座 番 号 　

 
(フ リ ガ ナ) 

口 座 名 義
　



 

別記様式（第６条関係） 

介護保険住宅改修支援事業に係る理由書作成支援費請求書 

　栃木市介護保険住宅改修支援事業に係る理由書作成支援費支給実施要綱第６条の規定に

より、次のとおり請求します。 

 

　　　　　金　　　　　　　　　　円（2,000円×　　件） 

（内 訳） 

　　　　　　年　　月　　日 

　（あて先）栃木市長 

請求者　　　　　　　　　　　　　　　　 

住 所　栃木市○○町○○○　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人○○○○　理事長□□□□　　印 

事業所名　居宅介護支援事業所とちぎ　　　　 

介護支援専門員等　　　　　　　　　 

氏 名　栃木　花子　　　　　印　　 

 

 

振込先 

 
番号

被 保 険

者 番 号
対 象 者 氏 名 住 所

住宅改修

着 工 日
備 考

 　 　 　 　 　 　

 　 　 　 　 　 　

 　 　 　 　 　 　

 　 　 　 　 　 　

 　 　 　 　 　 　

 　 　 　 　 　 　

 
金 融 機 関 名 本店・支店 預金種別 普通・当座

 
口 座 番 号

　

 
(フ リ ガ ナ) 

口 座 名 義
社会福祉法人○○○○　理事長□□□□

振込先口座名義人と請求者を合わせてください。 

●請求者欄 

住所：「法人・事業所所在地」を記載 

次に、「法人名称」、「代表者職名、氏名」を記載 

　　　法人代表者印を押印してください。 

事業所名：「居宅介護支援事業所名」を記載 

介護支援専門員等：実際に理由書を作成した方の氏名を

記載し、個人印を押印してください。

記載の留意点　記載例
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【地域密着型サービス事業所関係　目次】 

 

１ 運営指導及び指定更新について ......................................................................... 4 

(1) 運営指導について 
① 令和５年度の実施状況及び主な指摘事項 
② 令和６年度の実施方針（予定） 

(2) 指定更新について 
① 令和６年度の対象事業所数 
② 指定更新事務に係る標準的なスケジュール 

 
２　令和６年度介護報酬改定について ...................................................................... 5 
(1) 基本報酬の見直し 

　 (2) 新たな加算等の追加や廃止、既存の加算における算定要件の変更 

　 (3) 介護報酬改定等による利用料の変更に伴う利用者への説明・同意について 

 

３　 定地域密着型（介護予防）サービス事業所に係る関連条例の一部改正について ........5 
(1) 管理者の兼務範囲の明確化 

　 (2) 重要事項等の情報のウェブサイトへの掲載・公表 

　 (3) 協力医療機関との連携体制の構築 

　 (4) 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携 

　 (5) 介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直し 

　 (6) ユニットケアの質の向上のための体制の確保 

 

４　令和３年度改正における経過措置及び令和６年度に義務化される事項等 ........7 
(1) 高齢者虐待防止に係る体制整備等 
(2) 業務継続計画（BCP）の策定 
(3) 認知症介護基礎研修の受講 
（4）感染症の予防及びまん延の防止 
(5) 栄養管理 
(6) 口腔衛生の管理 
(7) 身体的拘束等の適正化（適正化のための措置） 
（8）身体的拘束等の適正化（禁止規定） 

(9) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策 

を検討するための委員会の設置の義務付け 

資料２
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５ 各種申請、届出及び手続きについて ................................................................ 10 
(1) 令和 6年 4月 1日からの介護給付費算定に係る体制の届出の提出について 
（2) 令和６年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等

ベースアップ等支援加算算定に係る届出について 

 

 

６　その他 ................................................................................................................11 
(1) 運営推進会議の開催方法について 

(2) 高齢者虐待の防止について 

　 (3) 令和６年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金について 

　 (4) 業務管理体制に関する届出について 

　 (5) 介護サービス情報公表制度について 

（6）高齢者入所系・通所系施設職員を対象とするＰＣＲ検査（市費）の終了 

 

７　関連資料一覧 .....................................................................................................12 
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お願い 

 

１　本資料は、令和 6 年 3月 22 日（金）時点までに入った国からの情報（令和 5年度

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料を含む。）等に基づき作成しておりま

すことをご承知おきください。 

　　参考：令和５年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 

　　　　　https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38293.html 

 

２　本資料と併せて、栃木県指導監査課が開催する集団説明会の資料もご確認いただき

ますようお願いします。 

　　参考：栃木県ホームページ　介護サービス事業者集団指導 

　　　　　https://www.pref.tochigi.lg.jp/e11/koureisyuudanshidou.html 

 

３　令和６年４月１日から算定要件等が変更となる加算の届出（①介護給付費算定に係

る体制に関する届出書　②体制等一覧表）の提出期限は、令和６年４月１５日（月）

とします。 

また、経過措置終了に伴い「高齢者虐待防止措置実施の有無」・「業務継続計画策定

の有無」について届出が必要となりました。「基準型」とする場合は必ず届け出てく

ださい。全地域密着型サービス事業所が対象です。 

 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/e11/koureisyuudanshidou.html
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１　運営指導及び指定更新について 
（1）運営指導について 

① 令和５年度の実施状況及び主な指摘事項 

本年度の実施状況 

・市内地域密着型サービス事業所数（休止を除く）…55 事業所（R6.3.1 現在） 

・運営指導実施事業所…11 事業所 

　　 　主な指摘事項 

② 令和６年度の実施方針（予定） 

・指定有効期間内に最低１回の指導 

・各種加算を算定している場合、算定要件に必要となる挙証資料を重点的に確認 

・R6.10.1～R7.9.30 の間に指定有効期間が満了となる事業所を中心に実施 

 

 種類 主な内容

 文書指

摘

・苦情解決責任者の未選任及び未周知 

・地域密着型通所介護計画の未交付 

・自己評価及び外部評価の結果・目標達成計画について利用（申込）

者及びその家族等への未提供 

・加算算定要件を満たしていない【サービス提供体制強化加算】 

・非常災害対策に対応するための災害対策計画に具体的内容の規定

がない 

・自己評価の未実施

 口 頭 指

摘

・運営規程・重要事項説明書記載内容・パンフレットの実態との相

違 

・事故発生時の対応についての文書の未交付 

・第三者評価実施状況についての文書の未交付 

・運営推進会議録の未公表 

・苦情内容の未記録 

・事故報告書の未提出 

・利用者家族の個人情報を用いる場合の利用者家族からの同意を得

ていない 

・避難、救出その他必要な訓練実施時の地域住民の未参加 

・個別サービス計画内の目標達成状況の未記載 

・消火器の使用期限切れ 

・職場におけるハラスメント防止対策に関する基本方針の未規定 

・非常災害対策についての訓練の未実施（地震・風水害）
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（2）指定更新について 

①　令和６年度の対象事業所数 

・R6.4.1～R7.3.31 の間に指定有効期間が満了となる事業所…6事業所 

 

②　指定更新事務に係る標準的なスケジュール 

 

２　令和６年度介護報酬改定について 

　令和６年度介護報酬改定において、全サービスに共通して主に以下の２点の変更が

ある。なお、各サービスにおける主な改定事項の項目については、資料２－１を参照

いただきたい。なお、改正後の基準の遵守に向けて、基準省令や解釈通知、介護保険

最新情報などの確認をしていただきたい。 

（1）基本報酬の見直し 

地域密着型（介護予防）サービスにおける見直し後の基本報酬については、主に

資料２－２のとおり。 

 

（2）新たな加算等の追加や廃止、既存の加算における算定要件の変更 

介護報酬改定に伴い、加算の新設や廃止、既存の加算における算定要件の変更等

がある。変更内容等が多岐にわたるため、資料２－１を参照のうえ、厚生労働省ホ

ームページ中「令和６年介護報酬改定における改定事項について」の該当項目及び

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告

示（令和６年厚生労働省告示第８６号）」の２３８～３２１ページ（地域密着型サー

ビス）、４１０～４３２ぺージ（地域密着型介護予防サービス）を確認のうえ、改正

後の基準の遵守に努めていただきたい。 

 

（3）介護報酬改定等による利用料の変更に伴う利用者への説明・同意について 

　令和 6 年度の介護報酬改定等により介護保険サービスの利用者負担額が変更と　

なる場合の取り扱いについて、介護保険最新情報 Vol.1225 の問 181 において、留意

事項が示されている。事業者におかれては、適切にご対応いただきたい。 

本来、改定に伴う重要事項（料金等）の変更については、変更前に説明すること

が望ましいが、令和 6年 4月施行の見直し事項については、やむを得ない事情によ

り 3月中の説明が難しい場合、令和 6年 4月 1日以降速やかに、利用者又はその家

 日程 事務内容

 ｎ－３月中旬頃 更新申請受付通知の発送（市→事業所）

 ｎ－２月下旬まで 更新申請書類の提出（事業所→市）

 ｎ－１月下旬まで 指定通知の発送（市→事業所）

 ｎ月１日 指定更新期間開始
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族に対して丁寧な説明を行い、同意を得ることとしても差し支えない。 

 

３　指定地域密着型（介護予防）サービス事業所に係る関連条例の一部改正について 
国が定める「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」

及び「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」

の一部が改正されたことに伴い、本市で定める関連条例についても国基準に合わせて

改正を行う。詳細については、厚生労働省ホームページ中「令和５年度全国介護保険・

高齢者保健福祉担当課長会議資料」及び「令和６年度介護報酬改定について」を確認

いただきたい。 

【改正を行う本市の関連条例（２件）】 

・栃木市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成２５年栃木市条例第１２号） 

・栃木市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例（平成２５年栃木市条例第１３号） 

 

（1）管理者の兼務範囲の明確化 

　　・対象事業者：全サービス 

　　・管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責務を果たせる場合に

は、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない。 

 

（2）重要事項等の情報のウェブサイトへの掲載・公表 

　　・対象事業者：全サービス 

　　・事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、書面掲示に加え、原則とし

てウェブサイトに掲載・公表しなければならない。令和 7年度から義務付け。 

 

（3）協力医療機関との連携体制の構築 

　・対象事業者：認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

　　・協力医療機関を定めるに当たっては、以下の２つの要件を満たす協力医療機関を

定めるように努める。① 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は

看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。② 診療の求めがあった

場合に、診療を行う体制を常時確保していること。（３年間の経過措置あり） 

　　・１年に１回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の

対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指

定を行った自治体に提出しなければならない。 
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・利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場

合においては、速やかに再入居させることができるように努める。 

 

（4）新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携 

　　・対象事業者：認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

　　・利用者及び入所者における新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対

応できる体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療

機関と連携し、新興感染症発生時における対応を取り決めるよう努める。 

・協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関との間で、

新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務づける。 

 

（5）介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直し 

　　・対象事業者：地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

　　・事業者は、入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじ

め、配置医師及び協力医療機関の協力を得て、配置医師及び協力医療機関との連

携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。 

・事業者は、配置医師及び協力医療機関の協力を得て、１年に１回以上、緊急時等

における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変

更を行わなければならない。 

 

(6) ユニットケアの質の向上のための体制の確保 

　　・対象事業者：地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

　　・ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めな

ければならない。 

 

４　令和３年度改正における経過措置及び令和６年度に義務化される事項等  
（1）高齢者虐待防止に係る体制整備等 

　　・対象事業者：全サービス 

　　・事業者は、虐待の発生又は再発を防止するため、「虐待の未然防止」、「虐待等の早

期発見」、「虐待等への迅速かつ適切な対応」の観点を踏まえ、次の措置を講じる

必要がある。虐待の発生またはその再発を防止するための措置が講じられていな

い場合、基本報酬を減算する。 

　　・必要な措置は以下のとおり 

・虐待防止のための対策を検討する委員会の開催 

・従業者への委員会結果の周知 

・虐待防止のための指針の整備 
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・虐待防止のための措置に関する事項の運営規程への記載 

・研修の実施（※1） 

・虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置 

※1　研修を実施すべき頻度はサービス種別によって異なる。 

年 2回：認知症対応型共同生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

年 1回：上記以外のサービス 

 

（2）業務継続計画（BCP）の策定 

・対象事業者：全サービス 

　　・事業者は、感染症や非常災害の発生時において、サービス提供を継続的に実施す

るための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画（BCP）

を策定し、計画に従い必要な措置を講じる必要がある。 

　　・業務継続計画が未策定の場合、基本報酬が減算となる。ただし、令和 7年 3月 31

日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に

関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。 

　　・必要な措置は以下のとおり 

・業務継続計画の策定、定期的な計画の見直し 

・従業者への業務継続計画の周知 

・研修・訓練（シミュレーション）の実施 

 

（3）認知症介護基礎研修の受講 

　　・対象事業者：地域密着型通所介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

認知症対応型通所介護、（看護）小規模多機能型居宅介護 

認知症対応型共同生活介護 

　　・事業者は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者　　

について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じる必要があ

る。事業所が新たに採用した従業者（新規・中途問わず）で医療・福祉関係資格

を有さない者については、採用後 1年間の猶予期間中に研修を受講させる必要が

ある。 

 

（4）感染症の予防及びまん延の防止 

　　・対象事業者：全サービス 

　　・事業者は、事業所・施設において感染症が発生し、又はまん延しないよう措置　　

を講じる必要がある（施設系サービスは委員会・指針・研修については従前から

規定あり）。 
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　　・必要な措置は以下の通り 

・感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催 

・従業者への委員会結果の周知 

・感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備 

・研修・訓練（シミュレーション）の実施 

 

（5）栄養管理 

　　・対象事業者：地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

・入所者に対する栄養管理について、令和 3年度から栄養マネジメント加算を廃止

し、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うことを踏まえ、栄養ケア・

マネジメントを基本サービスとして行うこととなった。栄養管理の基準を満たさ

ない場合、令和 6年 4月 1日からは栄養管理に係る減算の対象となる。 

　　・参照資料：介護保険最新情報 Vol.936「リハビリテーション・個別機能訓練、栄

養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様

式例の提示について」　本通知の p.37 から始まる「第 4 施設サービスにおける

栄養ケア・マネジメント及び経口移行加算等に関する基本的な考え方並びに事務

処理手順例及び様式例の提示について」を参照いただきたい。  

 

（6）口腔衛生の管理 

　　・対象事業者：地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

　　・入所者に対する口腔衛生の管理について、令和 3年度から口腔衛生管理体制加算

を廃止し、基本サービスとして行うことを踏まえ、入所者の口腔衛生の管理を計

画的に行う必要がある。 

　　・必要な対応は以下のとおり 

・施設の従業者または歯科医師もしくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施

設入所時及び入所後の定期的な口腔の健康状態の評価を実施する 

・技術的助言及び指導または口腔の健康状態の評価を行う歯科医師もしくは歯科

医師の指示を受けた歯科衛生士においては、当該施設との連携について、実施

事項等を文書等で取り決めを行う 

 

（7）身体的拘束等の適正化（適正化のための措置） 

　　・対象事業者：（看護）小規模多機能型居宅介護 

　　・身体的拘束等の適正化のための措置を義務付ける。また、措置が講じられていな

い場合は、基本報酬を減算する。その際、１年間の経過措置期間を設ける。 

　　・必要な措置は以下のとおり 

　　　・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催（3月に 1回以上） 
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　　　・身体的拘束等の適正化のための指針の整備 

　　　・従業者に対する研修の定期的な実施 

 

（8）身体的拘束等の適正化（禁止規定） 

　　・対象事業者：地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護 

　　・当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととする。また、身体的拘束

等を行う場合の記録を義務付ける。 

 

（9）利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策 

を検討するための委員会の設置の義務付け 

　　・対象事業者：（看護）小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

　　・現場における課題を抽出及び分析した上で事業所の状況に応じて、利用者の安全

並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するた

めの委員会の設置を義務付ける。その際、3年間の経過措置期間を設ける。 

 

５　各種申請、届出及び手続きについて 
（1）令和６年４月１日からの介護給付費算定に係る体制の届出の提出について 

　　　・対象事業者：全事業者 

　　　　※ 介護報酬改定により本市への届出が必須の場合や加算の現行算定区分が新

たな算定区分とみなされず、「加算なし」に該当する場合がある。また、報酬改

定により新設される減算に非該当である旨を届け出ない場合、「減算型」とし

てみなされるため、必ずご確認いただき、加算の届出漏れがないようにしてい

ただきたい。 

　　　・提出期限：令和６年４月１５日（月）必着（郵送の場合、当日消印有効） 

　　　・提出書類：①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

　　　　　　　　　②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 

　　　　　　　　　③（必要に応じて）その他算定要件の根拠となる添付書類 

　　　※ 提出書類①～③は、改定後の様式を市ホームページに別途掲載 

トップページ ＞ 事業者の方へ ＞ 産業振興 ＞ 福祉・健康・介護 

＞地域密着型サービス事業所の指定・各種届出について 

https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/28/48334.html 

 

（2）令和６年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベ
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ースアップ等支援加算算定に係る届出について 

　　　・計画書等提出期限：令和６年４月１５日（月） 

市ホームページに掲載の様式及び関係通知等にて詳細を確認いただきたい。 

トップページ ＞ 事業者の方へ ＞ 産業振興 ＞ 福祉・健康・介護 

＞地域密着型サービス事業所の皆様へ（介護職員処遇改善加算、介護職員

等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算関係） 

https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/28/1328.html 

 

６　その他 
（1）運営推進会議の開催方法について 

指定地域密着型サービス事業者は、運営推進会議を設置し、運営推進会議に対し

活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から

必要な要望、助言等を聴く機会を設けるとともに、運営推進会議における報告、評

価、要望、助言等についての記録を作成し、当該記録を公表しなければならない。 

運営推進会議については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から

「文書による情報提供・報告、延期、中止等、事業所や地域の実情を勘案し、柔軟

に取り扱って差し支えない。」と開催方法の柔軟な取扱いがされていたが、令和 5

年 5月１日付け厚生労働省発出事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上

の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」において上

記措置の取扱いが終了しているので、ご留意いただきたい。 

また令和 3年運営基準改正により、各種会議においてテレビ電話装置等を活用し

て実施することが可能となったことから、当該方法による開催についても検討いた

だきたい。 

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所においては上記の「運営推進会議」

を「介護・医療連携推進会議」と読み替えていただきたい。 

 

（2）高齢者虐待の防止について 

高齢者虐待防止法に基づく対応状況等について、国が公表した令和 3年度の調査

結果によると、要介護施設従業者等による虐待については、相談・通報件数、虐待

判断件数ともに過去最多であった。要因としては、令和 3年 4月 1日に虐待防止の

ための委員会の開催、指針の整備等が義務付けられたことを受け、各施設における

虐待防止の取り組みが進められ、当該施設・事業所職員、元職員、管理者等からの

相談・通報が増加したこと等が推測される。 

高齢者虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、引き続き 

虐待の未然防止や早期発見等に努めていただくようお願いする。 

なお、場合により身体的虐待に当たる可能性がある「身体拘束」についても、国 
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の解釈通知「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関す

る基準について」や「身体拘束ゼロへの手引き」等を参考に、引き続き適切な対応

をお願いする。 

 

（3）令和６年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金について 

本市においては、令和 6年度においても同様に、国から栃木県を経由して協議に

係る連絡通知が発出され次第、指定地域密着型サービス事業者所宛て通知する予定

であるので、遺漏のないようお願いしたい。 

 

（4）業務管理体制に関する届出について 

介護保険法において、法令等遵守の義務の履行を確保し、指定取り消し事案等の

不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図る

ため、介護サービス事業者に対して業務管理体制の整備を義務付けている。 

介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事

業所又は施設の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する届

出書を関係行政機関に届け出ることが必要である。 

なお、業務管理体制の整備に関する届出は、介護保険事業に新たに参入したときだ

けでなく、届出事項に変更が生じたとき又は届出先の区分に変更が生じたときにつ

いても遅滞なく行うこととされているため、遺漏のないようお願いしたい。 

 

（5）介護サービス情報公表制度について 

介護保険法に基づく介護サービス情報公表制度を設けている。介護サービス事業

所においては、適切な情報の公表に努めていただきたい。 

 

（6）高齢者入所系・通所系施設職員を対象とするＰＣＲ検査（市費）の終了 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から実施していた標記検査につい

ては、令和５年度をもって事業終了とする。今後も適切な感染対策を継続していた

だきたい。 

 

７　関連資料一覧 
資料 2-1：令和６年度介護報酬改定における改定事項について 

厚生労働省ホームページより一部抜粋 

資料 2-2：令和６年度介護報酬改定における改定事項について 

　　　 　厚生労働省ホームページより一部抜粋 
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厚生労働省 老健局

令和６年度介護報酬改定における改定事項について

1/15

0412J144u
テキストボックス
資料2-1



１．地域包括ケアシステムの深化・推進

２．自立支援・重度化防止に向けた対応

３．良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

４．制度の安定性・持続可能性の確保

５．その他

各サービスの基本報酬

各サービスの改定事項（再掲）

2/15



全サービス共通

改定事項

➀ ３(２)⑦人員配置基準における両立支援への配慮★

② ３(３)①管理者の責務及び兼務範囲の明確化等★

③ ３(３)②いわゆるローカルルールについて★

④ ５①「書面掲示」規制の見直し★

3/15



○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 基本報酬

① １(２)④総合マネジメント体制強化加算の見直し

② １(４)③訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し

③ １(５)④業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

④ １(６)①高齢者虐待防止の推進

⑤ １(６)②身体的拘束等の適正化の推進

⑥ １(７)①訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の見直し

⑦ ２(１)⑮訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化

⑧ ３(１)①介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアッ

プ等支援加算の一本化

⑨ ３(２)①テレワークの取扱い

⑩ ３(３)③訪問看護等における24時間対応体制の充実

⑪ ３(３)⑤退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化

⑫ ３(３)⑪随時対応サービスの集約化できる範囲の見直し

⑬ ４(２)②定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬の見直し

⑭ ５②特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へ

のサービス提供加算の対象地域の明確化

⑮ ５③特別地域加算の対象地域の見直し

１．(６)定期巡回・随時対応型訪問介護看護

改定事項

4/15



○ 通所介護・地域密着型通所介護 基本報酬

① １(２)②豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護費等の所要

時間の取扱いの明確化

② １(５)④業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

③ １(６)①高齢者虐待防止の推進

④ １(６)②身体的拘束等の適正化の推進

⑤ １(７)③通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算の見直し

⑥ ２(１)③リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画

書の見直し

⑦ ２(２)①通所介護等における入浴介助加算の見直し

⑧ ２(３)①科学的介護推進体制加算の見直し

⑨ ２(３)③アウトカム評価の充実のためのADL維持等加算の見直し

⑩ ３(１)①介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアッ

プ等支援加算の一本化

⑪ ３(２)①テレワークの取扱い

２．(１)通所介護・地域密着型通所介護①

改定事項

5/15



⑫ ３(２)⑧外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

⑬ ３(３)⑦通所介護、地域密着型通所介護における個別機能訓練加算の人員配置要件の緩

和及び評価の見直し

⑭ ５②特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者への

サービス提供加算の対象地域の明確化

⑮ ５⑤通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化

２．(１)通所介護・地域密着型通所介護②

改定事項

6/15



○ 認知症対応型通所介護 基本報酬

① １(２)②豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護費等の所

要時間の取扱いの明確化★

② １(５)④業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★

③ １(６)①高齢者虐待防止の推進★

④ １(６)②身体的拘束等の適正化の推進★

⑤ ２(１)③リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計

画書の見直し★

⑥ ２(２)①通所介護等における入浴介助加算の見直し★

⑦ ２(３)①科学的介護推進体制加算の見直し★

⑧ ２(３)③アウトカム評価の充実のためのADL維持等加算の見直し

⑨ ３(１)①介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベーアッ

プ等支援加算の一本化★

⑩ ３(２)①テレワークの取扱い★

⑪ ３(２)⑧外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し★

⑫ ５②特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者への

サービス提供加算の対象地域の明確化★

⑬ ５⑤通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化★

２．(２)認知症対応型通所介護

改定事項

7/15



○ 小規模多機能型居宅介護 基本報酬

① １(２)④総合マネジメント体制強化加算の見直し★

② １(５)④業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★

③ １(６)①高齢者虐待防止の推進★

④ １(６)②身体的拘束等の適正化の推進★

⑤ １(７)④（看護）小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の強化

⑥ ２(３)①科学的介護推進体制加算の見直し★

⑦ ３(１)①介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアッ

プ等支援加算の一本化★

⑧ ３(２)①テレワークの取扱い★

⑨ ３(２)②利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策

を検討するための委員会の設置の義務付け★

⑩ ３(２)③介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進★

⑪ ３(２)⑧外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し★

⑫ ３(３)⑫（看護）小規模多機能型居宅介護における管理者の配置基準の見直し★

⑬ ５②特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者への

サービス提供加算の対象地域の明確化★

⑭ ５③特別地域加算の対象地域の見直し★

４．(１)小規模多機能型居宅介護

改定事項
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○ 看護小規模多機能型居宅介護 基本報酬

① １(２)④総合マネジメント体制強化加算の見直し

② １(３)①専門性の高い看護師による訪問看護の評価

③ １(３)⑥看護小規模多機能型居宅介護における柔軟なサービス利用の促進

④ １(４)③訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し

⑤ １(４)④情報通信機器を用いた死亡診断の補助に関する評価

⑥ １(５)④業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

⑦ １(６)①高齢者虐待防止の推進

⑧ １(６)②身体的拘束等の適正化の推進

⑨ １(７)④（看護）小規模多機能居宅介護における認知症対応力の強化

⑩ ２(３)①科学的介護推進体制加算の見直し

⑪ ２(３)④アウトカム評価の充実のための排せつ支援加算の見直し

⑫ ２(３)⑤アウトカム評価の充実のための褥瘡マネジメント加算等の見直し

⑬ ３(１)①介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースア

ップ等支援加算の一本化

⑫ ３(２)①テレワークの取扱い

４．(２)看護小規模多機能型居宅介護①

改定事項
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⑬ ３(２)②利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置の義務付け

⑭ ３(２)③介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進

⑮ ３(２)⑧外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

⑯ ３(３)⑫（看護）小規模多機能型居宅介護における管理者の配置基準の見直し

⑰ ５②特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者への

サービス提供加算の対象地域の明確化

⑱ ５③特別地域加算の対象地域の見直し

⑲ ５⑥看護小規模多機能型居宅介護におけるサービス内容の明確化

４．(２)看護小規模多機能型居宅介護②

改定事項
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○ 認知症対応型共同生活介護 基本報酬

① １(３)⑭認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し

② １(３)⑲協力医療機関との連携体制の構築★

③ １(３)⑳協力医療機関との定期的な会議の実施

④ １(３)㉑入院時等の医療機関への情報提供★

⑤ １(５)①高齢者施設等における感染症対応力の向上★

⑥ １(５)②施設内療養を行う高齢者施設等への対応★

⑦ １(５)③新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携★

⑧ １(５)④業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★

⑨ １(６)①高齢者虐待防止の推進★

⑩ １(７)⑤認知症対応型共同生活介護、介護保険施設における平時からの認知症の行動・

心理症状の予防、早期対応の推進★

⑪ ２(３)①科学的介護推進体制加算の見直し★

⑫ ３(１)①介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアッ

プ等支援加算の一本化★

７．(２)認知症対応型共同生活介護①

改定事項
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⑬ ３(２)①テレワークの取扱い★

⑭ ３(２)②利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策

を検討するための委員会の設置の義務付け★

⑮ ３(２)③介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進★

⑯ ３(２)⑥認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の見直し★

⑰ ３(２)⑧外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し★

７．(２)認知症対応型共同生活介護②

改定事項
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○ 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 基本報酬

① ○１(３)⑮配置医師緊急時対応加算の見直し

② ○１(３)⑯介護老人福祉施設等における給付調整のわかりやすい周知

③ ○１(３)⑰介護老人福祉施設等における透析が必要な者に対する送迎の評価

④ ○１(３)⑲協力医療機関との連携体制の構築

⑤ ○１(３)⑳協力医療機関との定期的な会議の実施

⑥ ○１(３)㉑入院時等の医療機関への情報提供

⑦ ○１(３)㉒介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直し

⑧ ○１(５)①高齢者施設等における感染症対応力の向上

⑨ ○１(５)②施設内療養を行う高齢者施設等への対応

⑩ ○１(５)③新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携

⑪ ○１(５)④業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

⑫ ○１(６)①高齢者虐待防止の推進

⑬ ○１(７)⑤認知症対応型共同生活介護、介護保険施設における平時からの認知症の行

動・心理症状の予防、早期対応の推進

⑭ ○２(１)②介護保険施設におけるリハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的

取組の推進

８．(１)介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護①

改定事項

13/15



⑮ ○２(１)③リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画

書の見直し

⑯ ○２(１)⑱介護保険施設サービスにおける口腔衛生管理の強化

⑰ ○２(１)㉑退所者の栄養管理に関する情報連携の促進

⑱ ○２(１)㉒再入所時栄養連携加算の対象の見直し

⑲ ○２(２)③ユニットケア施設管理者研修の努力義務化

⑳ ○２(３)①科学的介護推進体制加算の見直し

㉑ ○２(３)②自立支援促進加算の見直し

㉒ ○２(３)③アウトカム評価の充実のためのADL維持等加算の見直し

㉓ ○２(３)④アウトカム評価の充実のための排せつ支援加算の見直し

㉔ ○２(３)⑤アウトカム評価の充実のための褥瘡マネジメント加算等の見直し

㉕ ○３(１)①介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベース

アップ等支援加算の一本化

㉖ ○３(２)①テレワークの取扱い

㉗ ○３(２)②利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置の義務付け

８．(１)介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護②

改定事項
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㉘ ○３(２)③介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進

㉙ ○３(２)⑧外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

㉚ ○３(３)⑩ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化

㉛ ○３(３)⑰小規模介護老人福祉施設の配置基準の見直し

㉜ ○４(２)③経過的小規模介護老人福祉施設等の範囲の見直し

８．(１)介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護③

改定事項
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基本報酬の見直し

概要

○ 改定率については、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービス毎の経営状況の違いも踏まえた

メリハリのある対応を行うことで、全体で＋１．５９％を確保。そのうち、介護職員の処遇改善分＋０．９８％、

その他の改定率として、賃上げ税制を活用しつつ、介護職員以外の処遇改善を実現できる水準として＋０．６１％。

○ これを踏まえて、介護職員以外の賃上げが可能となるよう、各サービスの経営状況にも配慮しつつ＋０．６１％

の改定財源について、基本報酬に配分する。

【告示改正】

令和６年度介護報酬改定に関する「大臣折衝事項」（令和５年12月20日）（抄）

令和６年度介護報酬改定については、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービス毎の経営状
況の違いも踏まえたメリハリのある対応を行うことで、改定率は全体で＋1.59％（国費432億円）とする。具体的
には以下の点を踏まえた対応を行う。

・ 介護職員の処遇改善分として、上記＋1.59％のうち＋0.98％を措置する（介護職員の処遇改善分は令和６年６月
施行）。その上で、賃上げ税制を活用しつつ、介護職員以外の処遇改善を実現できる水準として、＋0.61％を措置
する。

・ このほか、改定率の外枠として、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や、光熱水費の基準費用額の増額によ
る介護施設の増収効果が見込まれ、これらを加えると、＋0.45％相当の改定となる。

・ 既存の加算の一本化による新たな処遇改善加算の創設に当たっては、今般新たに追加措置する処遇改善分を活用
し、介護現場で働く方々にとって、令和６年度に2.5％、令和７年度に2.0％のベースアップへと確実につながるよ
う、配分方法の工夫を行う。あわせて、今回の改定が、介護職員の処遇改善に与える効果について、実態を把握す
る。

・ 今回の報酬改定では、処遇改善分について２年分を措置し、３年目の対応については、上記の実態把握を通じた
処遇改善の実施状況等や財源とあわせて令和８年度予算編成過程で検討する。 2/9



定期巡回・随時対応型訪問介護看護 基本報酬

単位数 ※以下の単位数は１月あたり（夜間訪問型の定期巡回サービス費及び随時訪問サービス費を除く）

＜現行＞ ＜改定後＞ ＜現行＞ ＜改定後＞

一体型事業所
（訪問看護なし）

一体型事業所
（訪問看護あり）

要介護１ 5,697単位 5,446単位 要介護１ 8,312単位 7,946単位

要介護２ 10,168単位 9,720単位 要介護２ 12,985単位 12,413単位

要介護３ 16,883単位 16,140単位 要介護３ 19,821単位 18,948単位

要介護４ 21,357単位 20,417単位 要介護４ 24,434単位 23,358単位

要介護５ 25,829単位 24,692単位 要介護５ 29,601単位 28,298単位

連携型事業所
（訪問看護なし）

要介護１ 5,697単位 5,446単位

要介護２ 10,168単位 9,720単位

要介護３ 16,883単位 16,140単位

要介護４ 21,357単位 20,417単位

要介護５ 25,829単位 24,692単位

夜間訪問型（新設）

基本夜間訪問型サービス費 989単位

定期巡回サービス費 372単位

随時訪問サービス費（Ⅰ） 567単位

随時訪問サービス費（Ⅱ） 764単位

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護について
は、処遇改善加算について、今回の改定で高い
加算率としており、賃金体系等の整備、一定の
月額賃金配分等により、まずは14.5%から、経
験技能のある職員等の配置による最大24.5％ま
で、取得できるように設定している。
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地域密着型通所介護 基本報酬

単位数

○地域密着型通所介護（１回あたり）※７時間以上８時間未満の場合

＜現行＞ ＜改定後＞

要介護１ 750単位 753単位

要介護２ 887単位 890単位

要介護３ 1,028単位 1,032単位

要介護４ 1,168単位 1,172単位

要介護５ 1,308単位 1,312単位

○療養通所介護

＜現行＞ ＜改定後＞

療養通所介護 12,691単位 12,785単位 （１月あたり）

短期利用の場合 （新設） 1,335単位 （１日あたり）

4/9



認知症対応型通所介護 基本報酬

単位数 ※以下の単位数はすべて１回あたり（７時間以上８時間未満の場合）

＜現行＞

⇒

＜改定後＞

要支援１ 859単位 861単位

要支援２ 959単位 961単位

要介護１ 992単位 994単位

要介護２ 1,100単位 1,102単位

要介護３ 1,208単位 1,210単位

要介護４ 1,316単位 1,319単位

要介護５ 1,424単位 1,427単位

＜現行＞

⇒

＜改定後＞

要支援１ 771単位 773単位

要支援２ 862単位 864単位

要介護１ 892単位 894単位

要介護２ 987単位 989単位

要介護３ 1,084単位 1,086単位

要介護４ 1,181単位 1,183単位

要介護５ 1,276単位 1,278単位

＜現行＞

⇒

＜改定後＞

要支援１ 483単位 484単位

要支援２ 512単位 513単位

要介護１ 522単位 523単位

要介護２ 541単位 542単位

要介護３ 559単位 560単位

要介護４ 577単位 578単位

要介護５ 597単位 598単位

単独型 併設型

共用型

5/9



認知症対応型共同生活介護 基本報酬

単位数
＜現行＞ ＜改定後＞

【入居の場合】
１ユニットの場合

要支援２ 760単位 761単位
要介護１ 764単位 765単位
要介護２ 800単位 801単位
要介護３ 823単位 824単位
要介護４ 840単位 841単位
要介護５ 858単位 859単位

２ユニット以上の場合
要支援２ 748単位 749単位
要介護１ 752単位 753単位
要介護２ 787単位 788単位
要介護３ 811単位 812単位
要介護４ 827単位 828単位
要介護５ 844単位 845単位

【短期利用の場合】
１ユニットの場合

要支援２ 788単位 789単位
要介護１ 792単位 793単位
要介護２ 828単位 829単位
要介護３ 853単位 854単位
要介護４ 869単位 870単位
要介護５ 886単位 887単位

２ユニット以上の場合
要支援２ 776単位 777単位
要介護１ 780単位 781単位
要介護２ 816単位 817単位
要介護３ 840単位 841単位
要介護４ 857単位 858単位
要介護５ 873単位 874単位

6/9



小規模多機能型居宅介護 基本報酬

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
（１月あたり） 要支援１ 3,438単位 3,450単位

要支援２ 6,948単位 6,972単位
要介護１ 10,423単位 10,458単位
要介護２ 15,318単位 15,370単位
要介護３ 22,283単位 22,359単位
要介護４ 24,593単位 24,677単位
要介護５ 27,117単位 27,209単位

同一建物に居住する者に対して行う場合
（１月あたり） 要支援１ 3,098単位 3,109単位

要支援２ 6,260単位 6,281単位
要介護１ 9,391単位 9,423単位
要介護２ 13,802単位 13,849単位
要介護３ 20,076単位 20,144単位
要介護４ 22,158単位 22,233単位
要介護５ 24,433単位 24,516単位

短期利用の場合
（１日あたり） 要支援１ 423単位 424単位

要支援２ 529単位 531単位
要介護１ 570単位 572単位
要介護２ 638単位 640単位
要介護３ 707単位 709単位
要介護４ 774単位 777単位
要介護５ 840単位 843単位
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看護小規模多機能型居宅介護 基本報酬

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
（１月あたり）

要介護１ 12,438単位 12,447単位
要介護２ 17,403単位 17,415単位
要介護３ 24,464単位 24,481単位
要介護４ 27,747単位 27,766単位
要介護５ 31,386単位 31,408単位

同一建物に居住する者に対して行う場合
（１月あたり）

要介護１ 11,206単位 11,214単位
要介護２ 15,680単位 15,691単位
要介護３ 22,042単位 22,057単位
要介護４ 25,000単位 25,017単位
要介護５ 28,278単位 28,298単位

短期利用の場合
（１日あたり）

要介護１ 570単位 571単位
要介護２ 637単位 638単位
要介護３ 705単位 706単位
要介護４ 772単位 773単位
要介護５ 838単位 839単位
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介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 基本報酬

単位数 ※以下の単位数はすべて１日あたり

＜現行＞ ＜改定後＞
○介護福祉施設サービス費（従来型個室）

要介護１ 573単位 589単位
要介護２ 641単位 659単位
要介護３ 712単位 732単位
要介護４ 780単位 802単位
要介護５ 847単位 871単位

○ユニット型介護福祉施設サービス費（ユニット型個室）
要介護１ 652単位 670単位
要介護２ 720単位 740単位
要介護３ 793単位 815単位
要介護４ 862単位 886単位
要介護５ 929単位 955単位

○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（従来型個室）
要介護１ 582単位 600単位
要介護２ 651単位 671単位
要介護３ 722単位 745単位
要介護４ 792単位 817単位
要介護５ 860単位 887単位

○ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（ユニット型個室）
要介護１ 661単位 682単位
要介護２ 730単位 753単位
要介護３ 803単位 828単位
要介護４ 874単位 901単位
要介護５ 942単位 971単位
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■介護保険サービスについての質問票 

（本用紙以外の様式も使用できます。その場合も必要事項を省略せず記載してください。） 

E メールアドレス：kaigo@city.tochigi.lg.jp 

FAX 番号　　　　：0282-21-2670 

 

 送信年月日 令和　　年　　月　　日

 事業所名称

 質問者氏名

 日中繋がる電話番号 ＦＡＸ番号

 指定サービス種類 

(例：居宅介護支援)

 

質問事項

□基準や制度について 

□その他 

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 利用者情報 

（例：介護度、利用サー

ビス等）

※「基準や制度について」の質問の場合は、本欄は記載不要です。

 

確認した基準や 

通知（該当する項目に

印を入れてください）

※必ず質問前に基準・通知等の法的根拠を確認し、その情報を併せてお伝えください。 

□厚生労働省通知 

（文書名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、 ページ：　　　　　　） 

□介護保険最新情報（Vol.　　　　　　　、ページ：　　　　　　　　） 

□その他（文書名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　） 

 

具体的な質問内容

※利用者氏名など、不必要な個人情報は記載しないでください。 

※事前に法人・事業所内部で協議し、その上で判断に迷う場合に、根拠と推測される内容

等を示した上でお問合せください。


